
２６町都土第１７号 

２０２６年４月２８日 

 

 公益社団法人 全日本不動産協会 

東京都本部町田支部 支部長 田代 雅司 様 

町田市都市づくり部     

土地利用調整課長 平野 圭 

 

 

町田市住みよい街づくり条例の制度周知について（依頼） 

 

 

 平素から町田市の都市づくり行政にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件について、町田市においては、２０２３年４月１日から町田市住みよい街づくり

条例によって、市内の５，０００㎡以上の土地取引段階で、市への届出が必要となっており

ます。つきましては、貴協会の会員様に本制度の周知のお願いを申し上げます。 

 

 

記 

 

 

〇添付資料 

① 町田市住みよい街づくり条例パンフレット抜粋 

② 大規模土地取引届出書 

 

 

 

 

 

 

届出書ホームページ 

＜問い合わせ先＞                         

都市づくり部土地利用調整課             

担 当：林、森、鈴木                   

電 話：０４２－７２４－４２５４       

E-mail：toshi100@city.machida.tokyo.jp 



 

①  



 

第２０号様式（第２３条関係） 

    年  月  日 

  

町田市長       様 

 

大規模土地の所有者等 

        住  所 

        氏  名 

        電話番号 

 

 

 

 

大 規 模 土 地 取 引 届 出 書  

 

 町田市住みよい街づくり条例第１１条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

大規模土地の所在地 地目 地積（㎡） 

   

   

   

   

   

添 付 図 書 

□案内図 

□平面図その他これらに類するもの 

□その他 

備      考 

 

 

 

 

 

法人にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

②  


